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１ 公共施設整備の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 小笠原の景観施策の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高速交通アクセスの改善 

自然と調和した景観への対応 

防災を考慮したまちづくり 

小笠原のまちづくり（現行） 

第４次 

小笠原村 

総合計画 

（H26〜H40） 

国土利用 都市計画 振興開発

東京都 
土地利用 
基本計画 

 小笠原諸島 

振興開発計画

（H26〜H30）

 

用途混在の施設立地、土地利用 

景観への配慮を欠いた建築物等 

中心市街地における低、未利用地 

農業地域への住宅等スプロール 

地区・街区単位での 
土地利用規制・誘導策 

小笠原村の都市計画 
マスタープラン 

未設定 

現状の問題 現状の問題

小笠原地域づくりガイドライン 

【骨子】 
●位置付けと役割 
●地域の将来像 
●エリア別の地域づくり 
●地域づくりへの進め方 

【目的】 
土地利用、街並み景観に関す
る方針、計画及びルール等の
策定に資する 

地域づくりの実現方策

秩序ある土地利用の構築

既存ストックの有効活用

小笠原らしい景観の創出

・平成 20 年 7 月「小笠原景観形成特別地区」

の指定 

（平成 23 年 4 月「東京都景観計画」参照）

・平成 20 年 6 月「小笠原（父島・母島）に

おける景観に配慮した公共施設整備指

針」の策定 

地階を除く階数≧3又は建築物の延べ面積≧300m2 
高さ 6m＞の煙突、高さ 15m＞の鉄柱等 
区域面積≧500m2の開発等 

建築物以外にも、道路、港湾、河川、公
園等の基盤施設、安全施設（柵、ガード
レール／照明器具）、サイン等も対象 

公共施設 民間施設 

東京都景観計画 
（小笠原景観形成特別地区） 

小笠原まちなみ景観ガイドライン

森林生態系保護地域保全管理計画 
国立公園管理計画 

連 携

連 

携 

〜都民共有の財産〜 
大自然と共生する「小笠原」の実現 

連 携

大 

小 

施

設

規

模 

外

内

自

然

公

園

公
共
施
設
整
備
指
針

× 

島しょ部６都市計画 

都市計画区域の整備、 

開発及び保全の方針 
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３ 色彩基準 

１）色彩基準の考え方 

小笠原まちなみ景観ガイドライン、東京都景観計画（小笠原景観形成特別地区）の考え

方を尊重し、小笠原の樹木や草花と調和した色使いとすることを基本とする。色彩基準の

設定に当たって、ゾーン区分図に示すとおり、水辺ゾーンと、山間ゾーンに区分する。 

●水辺ゾーン：父島の玄関口である二見港周辺や人々が集まる海岸周辺、母島の玄関口

である沖港周辺を設定する。港周辺の明るい雰囲気などを創出するため、

小笠原のサンゴの砂浜の色が基調となる、高明度、低彩度の色の中でも、

小笠原景観形成特別地区における外壁推奨色を基本とする。屋根色につ

いては、背景から突出せず、自然景観を引き立てるよう、小笠原ビロウ葺
ぶ

きの色が基調となる、低明度、低彩度の屋根推奨色を基本とする。 

●山間ゾーン：水辺ゾーンを除く部分を指定し、背景の景観と調和し、小笠原の自然石

の色となじむよう、明度を抑え、低彩度の色彩の中でも、小笠原景観形

成特別地区における外壁推奨色を基本とする。屋根色については、水辺

ゾーンと同様とする。 

 

※山間ゾーンと、水辺ゾーンとの境界周辺では、周辺の建築物等との調和を図る必要が

ある場合、水辺ゾーンの色彩基準を適用することができる。 


